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文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 

 

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支

援学校等における教育活動の実施等に関するＱ＆Ａの更新について 

 

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等にお

ける教育活動の実施については，これまで「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，

中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の実施等に関するＱ＆Ａ（５月２１

日時点）」（令和２年５月２１日付け文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課事務連

絡別紙）等によりＱ＆Ａをお送りしてきたところです。 

一方，当該Ｑ＆Ａについては分量が多くなってきたことを踏まえ，関係者の参照の利便を

図るとともに，機動的な更新を図る観点から，今後は文部科学省ホームページ内に特設ペー

ジを設け，当該特設ページ上において参照していただく形としました。 

合わせて，「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライ

ン」（令和２年６月５日付け文部科学事務次官通知別添１）や「学校における新型コロナウ

イルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」（令和２年５月

２２日文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課）を踏まえ，項目を整理しています。 

このことに伴い，今後は標記のＱ＆Ａの更新の度に事務連絡によりお知らせすることは

しませんが，別途簡易な電子メールによりお知らせすることとします。 

標記Ｑ＆Ａについては今後も随時更新をしていくことを予定していますが，Ｑ＆Ａが各

種通知等に記載しきれない詳細な事柄を示すとともに，各種通知等の内容を簡便な方法に

より示すことを目的としたものであることに鑑み，当該Ｑ＆Ａの内容に関する最新かつ詳

細な情報については，必要に応じ，別途各種通知等を参照してくださいますようお願いしま

す。 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・指導事務主管課・学校保健担当課  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 認 定 を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 



 以上のことについて，都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課

程を置く専修学校を含み，大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村

教育委員会に対して，都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じ

て，その設置する学校に対して，国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対

して，文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して，構造改革特別

区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置

会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して，厚生労働省担当課におか

れては所管の高等課程を置く専修学校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

※教育活動の実施等に関するＱ＆Ａ特設ページ 

＜学校設置者・学校関係者向け＞ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00032.html 

＜一般の方向け＞ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00020.html#a001 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課地方教育行政係 

ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線４６７８） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00032.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00020.html#a001

